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KINOKUNIYA PROFESSIONAL CARD利用申込書 
本申込書は「紀伊國屋プロフェッショナルカード利用規約」に基づいた株式会社紀伊國屋書店への利用申込です。利用申込後、弊社で所定の審
査の後、カードを発行致します。尚、お取引内容によってはご利用をお断りする場合がございますので、恐れ入りますが、ご了承の程、お願い
申し上げます。当申込書に記載されたお客様の情報は、店頭選定の業務を行うために利用致します。弊社ではお客様の情報を法律の適用を受け
る場合や法的強制力のある請求以外、お客様の許可なく、第三者に開示することは致しません。またカード退会時にお客様からご要望いただき
ました場合には、お客様の個人情報を削除致します。 

 

  年  月  日 区分: □新規登録  □登録変更（□持帰り申込み）  □カード再発行  □登録削除 

フリガナ 

お名前 

 

所属機関・部署名 

 
昭和薬科大学 

上記機関の住所 

 

〒 194－8543 

東京都町田市東玉川学園 3-2-1 

TEL 

FAX  

 

電子メール 

 

 

※判読しやすいように大きく楷書体でご記入下さい。 

 

紀伊國屋プロフェッショナルカード 利用規約 

株式会社紀伊國屋書店（以下「紀伊國屋書店」とする）は、紀伊國屋プロフェッショ

ナルカード（以下「本サービス」とする）の利用規約を以下のように定めます。 

 

第 1条 利用者 

本サービスの「利用者」とは、本規約を承認の上、紀伊國屋書店の指定する手続き

に従って、紀伊國屋書店に本サービスの利用を申し込み、紀伊國屋書店が利用を

承認した法人および個人をいいます。 

第 2条 変更 

利用者は、紀伊國屋書店に届け出た名称（法人名・部署名・氏名）、住所、その他届

出事項に変更があった場合には、速やかに紀伊國屋書店に届け出るものとします。

利用者がこの届出を怠った場合、紀伊國屋書店は利用者に対して本サービスを提

供しない場合があります。 

第 3条 利用停止 

利用者が本サービスの利用を停止する場合、紀伊國屋書店に届出、同時に紀伊國

屋書店に対する債務の全額を清算するものとします。 

第 4条 IDカード 

紀伊國屋書店は利用者に IDカードを貸与します。カードの所有権は紀伊國屋書店

に属します。利用者は ID カードを責任をもって管理することとし、第三者への貸与・

譲渡・売買・質入等をすることはできません。紀伊國屋書店は、ID カードの第三者

による不正利用に伴う損害、あるいは第三者への貸与・譲渡・売買等に伴う損害に

ついて、一切の責任を負いません。また、紀伊國屋書店の蒙った損害は利用者に

全額負担していただきます。 

第 5条 個人情報の利用目的 

紀伊國屋書店は、利用申込時また変更時に届け出された利用者の情報を、必要な

保護措置を行った上で、商品の配送・決済等の処理、また、本サービスに関する情

報や関連する商品情報等を案内する際に利用する場合があります。 

第 6条 個人情報の第三者への開示・提供 

紀伊國屋書店は、利用者の個人情報を、予め利用者本人の許可を得た場合や、本 

 

 サービスに関する業務の一部を委託した企業に前項で示した利用目的の範囲内で個

人情報の取り扱いを委託する場合、または法律の適用を受ける場合等を除き、第三

者に開示・提供しないものとします。 

第 7条 営業活動の禁止 

利用者は、本サービスを営業活動および営利を目的として利用することはできませ

ん。 

第 8条 私費での利用 

利用者が本サービスを私費で利用する場合、購入商品の代金決済はクレジットカード

決済とします。 

第 9条 損害賠償 

紀伊國屋書店は、紀伊國屋書店に瑕疵のある場合を除き、本サービスの利用により

発生した、利用者の損害について一切の責任を負いません。 

第 10条 利用資格の取消 

利用者が、次の各号の一つに該当した場合、紀伊國屋書店は該当利用者の利用資

格を何ら通知および催告することなく、直ちに取り消し、ID カードを無効といたしま

す。 

1.本利用規約に違反した場合 

2.他の利用者の IDカードを盗用した場合 

3.本サービスの運営を故意に妨害した場合 

4.本サービスを通じて購入した商品の代金を定められた期限迄に支払わなかった

場合 

5.その他、紀伊國屋書店が利用者として不適当と判断した場合 

第 11条 規約の発行 

本規約は、IDカードを利用者に貸与した時点より効力を生じます。 

第 12条 本サービスの中止 

紀伊國屋書店は、所定の通知方法をもって、本サービスの全部または一部を中止す

ることができるものとします。 

第 13条 合意管轄裁判所 

利用者と紀伊國屋書店との間で訴訟の必要が生じた場合、紀伊國屋書店本社所在

地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 

─弊社処理欄 （選定マスタ登録・カード発行書式） ─────────────────────────────────── 

□新規 □変更 □削除 □再発行(移管) □再

発行(名称の誤記等) □再発行(紛失/盗難) 

 営業担当者 部長      

または所長 

 事務センター 事務センター 

顧客コード：(                      )    ⇒   

ProCard: □要 □不要(マスタ更新のみ)       

配送： □持ち帰り Y    三井住友： □あり       
 


